
○金山町街角交流施設の設置及び管理等に関する規則 

平成２５年６月２１日 

規則第１５号 

改正 平成３１年３月２９日規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、金山町街角交流施設の設置及び管理等に関する条例（平成２５年金山町条例第

８号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、金山町街角交流施設（以下「交流施設」と

いう。）の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 

（備付帳簿等） 

第２条 交流施設に次の帳簿を備えておかなければならない。 

（１） 業務日誌 

（２） その他必要な帳簿 

（使用の申請） 

第３条 交流施設を使用しようとする者は、金山町街角交流施設使用許可申請台帳（別記様式）に必

要な事項を記入しなければならない。 

（使用の許可） 

第４条 町長は、前条の規定に基づく申請があつたときは、次の各号の一に該当すると認める場合を

除き、交流施設の使用を許可する。 

（１） 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

（２） 施設の管理上適当でないと認められるとき。 

（使用許可の取消） 

第５条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずるこ

とができる。 

（１） 法令又は条例に違反したとき。 

（２） 虚偽、その他の不正行為により使用の許可を受けたとき。 

（利用料金減免の基準） 

第６条 交流施設の利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。 

（１） 町及び町行政委員会が主催する行事又は事業に使用するとき。 

（２） その他、町長が必要と認める場合 

（損害賠償） 



第７条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害

を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。 

（原状回復） 

第８条 使用者は、交流施設の使用を終了し、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を中止させ

られたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。 

（遵守事項） 

第９条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 施設、設備等を損傷するおそれのある行為をしないこと。 

（２） 所定の場所以外で火気を使用（喫煙を含む。）しないこと。 

（３） 許可なく物品等の販売をしないこと。 

（４） 管理者の指示に従うこと。 

（運営委員会の設置） 

第１０条 町長は、交流施設の運営に関し、合理的かつ効率的運営に資するため、運営委員会を置く

ことができる。 

２ 運営委員は１０名以内とし、町長が委嘱する。 

３ 運営委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委任） 

第１１条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日規則第５号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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